
令和２年８月１日 

 

応急手当指導員・普及員による「普通救命講習Ⅰ・Ⅲ」開催マニュアル 

 

１.開催日の決定について 

 開催日の１週間前までに警防課 28-6933（内線 6403）に電話連絡し、開催予定日の借用人形・

ＡＥＤ（以下「資器材））の空き状況を確認する。 

 警防課員と貸し出し日の資器材数、借用時間等を調整し「借用申込書」を提出する。「借用申込

書」にあっては貸し出し日当日に記載か、事前に警防課まで書類を取りに来る。なお、予定日に別

件の講習が入っている場合は、人形等を貸し出す事が出来ません。 

 

２.受講者名簿の提出について 

 「普通救命講習 1・2 受講時の名簿様式（ワード：41kb）」（以下「受講者名簿」）に当日受講予

定者の名前・生年月日を記載し、資器材貸し出し日に警防課に提出する。 

 なお、上記書類は四国中央市ホームページ 

 トップページ→市政情報→人事・採用→まちづくり出前講座→まちづくり出前講座とは… 

で取得するか、事前に警防課まで取りに来て下さい。 

※※１人の指導者が指導できる人数は最大１０人、資器材は人形２体、ＡＥＤ２器まで！※※ 

 

３.資器材貸し出し日に提出していただくもの 

「借用申込書」（当日記載可能）、「受講者名簿」（２部作成（コピー可）提出用・確認用） 

上記提出書類と引き換えに、「応急手当普及員･指導員 指導実績記録」、「普通救命講習計画表」を

お渡しします。なお、資器材の貸し出し署は、原則救急講習開催箇所の直近の消防署となります。 

 

４.普通救命講習の実施について 

 「普通救命講習計画表」に準じて実施すること。また、受講者名簿に記載した名前の文字確認を

受講前にすること。欠席者並びに名簿の記載名と相違がある場合は指導後速やかに警防課に連絡す

ること。 

※※名簿の名前に相違があると、修了証の名前に影響がありますので、必ず確認すること※※ 

 

５.普通救命講習終了後について 

 資器材の返却にあっては、破損等がないことを確認した後、時間どおりに返却願います。何らか

の事情により返却が遅れる場合には警防課（休日にあっては消防署（28-9119））に連絡すること。 

 後日、「応急手当普及員･指導員 指導記録表」を提出すること。 

 上記指導記録表の提出後に警防課にて「修了証」を作成、作成後に指導者にご連絡いたしますの

で受け取りに来てください。なお、「修了証」の配布にあっては指導者より受講者へ配布願いま

す。 

人形・ＡＥＤは高額な資器材のため、愛護的に使用して下さい。また、やむなく破損が発

生した場合には、警防課までご連絡願います。 



応急手当指導員・普及員「普通救命講習Ⅰ・Ⅲ」開催方法チェックリスト 

 

№ 確 認 事 項 チェック 

１ 警防課と開催予定日の日程調整を行う。 □ 

２ 借用資器材数と貸し出し日時を決定する。 □ 

３ 「借用申込書」（貸し出し日当日に記載可能）を作成した。 □ 

４ 「受講者名簿」を作成した。 □ 

５ 貸し出し日：「借用申込書」（当日記載可能）を消防署に提出した。 □ 

６ 貸し出し日：「受講者名簿」を消防署に提出した。「受講者名簿」のコピーを受け取った。 □ 

７ 貸し出し日：資器材を借用した。 □ 

８ 消防署より「応急手当普及員･指導員 指導実績記録」を受け取った。 □ 

９ 消防署より「普通救命講習計画表」を受け取った。 □ 

10 指導日当日：「受講者名簿」の名前と生年月日に間違いがないことを確認した。 □ 

11 指導後に資器材の破損がないことを確認した。 □ 

12 予定時間どおりに資器材を返却し、「受講者名簿」に問題がないことを伝えた。 □ 

13 「応急手当普及員･指導員 指導実績記録」を消防署に提出した。 □ 

14 警防課より「修了証」を受け取った。 □ 

15 受講者に「修了証」を配布した。 □ 

 

指導時において不明な点等があれば、お気軽に消防署までご連絡下さい。 

 ～問合せ先～ 

四国中央市消防本部 警防課 

救急担当係 

  ℡ 0896-28-6933（直通） 

    0896-28-9119（代表） 

 ﾌｧｸｽ  0896-23-6614 


